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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ：０．１００％以上０．７００％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：２０．０％以上３５．０％以下、
　Ｐ：０．０３０％以下、
　Ｓ：０．００７０％以下、
　Ａｌ：０．０１％以上０．０７％以下、
　Ｃｒ：０．５％以上７．０％以下、
　Ｎ：０．００５０％以上０．０５００％以下、
　Ｏ：０．００５０％以下、
　Ｔｉ：０．００５％以下および
　Ｎｂ：０．００５％以下
を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物の成分組成を有する鋼素材を、１１００℃以上
１３００℃以下の温度域に加熱し、圧延終了温度が８００℃以上かつ総圧下率が２０％以
上の熱間圧延を行ない、
　さらに、仕上圧延終了温度が７００℃以上９５０℃未満の熱間圧延を行い、その後、（
仕上圧延終了温度－１００℃）以上の温度から３００℃以上６５０℃以下の温度域までの
平均冷却速度が１．０℃／ｓ以上の冷却処理を行う、高Ｍｎ鋼の製造方法であって、
　前記高Ｍｎ鋼は、オーステナイトを基地相とするミクロ組織を有し、該ミクロ組織にお
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けるＭｎ偏析部のＭｎ濃度が１６％以上３８％以下あり、ＫＡＭ(Kernel Average Misori
entation)値の平均が０．３以上であり、－１９６℃におけるシャルピー衝撃試験の吸収
エネルギーが１００Ｊ以上かつ降伏強度が４００ＭＰａ以上である、高Ｍｎ鋼の製造方法
。
【請求項２】
　前記成分組成は、さらに、質量％で、
　Ｍｏ：２．０％以下、
　Ｖ：２．０％以下、
　Ｗ：２．０％以下、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．００５０％以下、
　Ｍｇ：０．０００５％以上０．００５０％以下および
　ＲＥＭ：０．００１０％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種または２種以上を含有する、請求項１に記載の高Ｍｎ鋼の製造方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば液化ガス貯槽用タンク等の、極めて低温の環境で使用される構造用鋼
に供して好適な、特に低温での靭性に優れた高Ｍｎ鋼およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液化ガス貯槽用構造物に熱間圧延鋼板を用いるには、使用環境が極めて低温となるため
、鋼板は高強度であることに加えて、低温での靱性に優れることも要求される。例えば、
液化天然ガスの貯槽に熱間圧延鋼板を使用する場合は、液化天然ガスの沸点：－１６４℃
以下で優れた靱性が確保されている必要がある。鋼材の低温靱性が劣ると、極低温貯槽用
構造物としての安全性を維持できなくなる可能性があるため、適用される鋼材に対する低
温靱性の向上に対する要求は強い。以下、－１６４℃の極低温域を含め低温と総称する。
【０００３】
　この要求に対して、従来、低温で脆性を示さないオーステナイトを鋼板の組織とするオ
ーステナイト系ステンレス鋼や９％Ｎｉ鋼、もしくは５０００系アルミニウム合金が使用
されてきた。しかしながら、合金コストや製造コストが高いことから、安価で低温靱性に
優れる鋼材に対する要望がある。
【０００４】
　そこで、従来の低温用鋼に代わる新たな鋼材として、比較的安価なオーステナイト安定
化元素であるＭｎを多量に添加した高Ｍｎ鋼を低温環境の構造用鋼として使用することが
、例えば特許文献１に提案されている。
【０００５】
　特許文献１には、Ｍｎ偏析比を制御して結晶粒界に生成する炭化物が破壊の起点となる
ことを回避する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2017－71817号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の技術によって、低温靭性に優れた高Ｍｎ鋼の提供が可能であるが、
ここに記載の高Ｍｎ鋼は靭性を確保する観点からＮｉの含有を必須とする点、素材コスト
の低減が求められていた。さらに、Ｍｎ偏析比を低減するため、加熱温度（℃）と加熱時
間（ｈｒ）との積が３００００℃・ｈｒ以上の拡散熱処理を行う必要があるため、製造コ
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ストが高いことも問題であった。
【０００８】
　そこで、本発明は、素材や製造に要するコストを抑えることのできる、低温靱性に優れ
た高Ｍｎ鋼について提供することを目的とする。さらに、本発明は、かような高Ｍｎ鋼を
製造するための有利な方法について提案することを目的とする。ここで、前記「低温靭性
に優れた」とは、－１９６℃におけるシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーｖＥ-196が１
００Ｊ以上であることをいう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明者らは、上記課題を達成するため、高Ｍｎ鋼を対象に、鋼板の成分組成および組織
を決定する各種要因に関して鋭意研究を行い、以下のａ～ｄの知見を得た。
ａ．高Ｍｎのオーステナイト鋼は、Ｍｎの拡散が遅いことから、連続鋳造時に生成するＭ
ｎ濃度の低いＭｎ偏析部が熱間圧延後にも存在する。このＭｎ偏析部のＭｎ濃度が１６％
未満の場合、低温において加工誘起マルテンサイトが生成し、低温靱性の劣化を招く。こ
のことから高Ｍｎ鋼の低温靱性向上には、Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度を高めることが有効であ
る。
【００１０】
ｂ．高Ｍｎのオーステナイト鋼は、Ｍｎの拡散が遅いことから、連続鋳造時に生成するＭ
ｎ濃度の高いＭｎ偏析部が熱間圧延後にも存在する。このＭｎ偏析部が３８％超の場合、
粒界破壊をまねくために、やはり低温靱性の劣化を招く。このことから高Ｍｎ鋼の低温靱
性向上には、Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度を下げることが有効である。
【００１１】
ｃ．適切な条件で熱間圧延を行えば、拡散熱処理を行うことなしに上記ａまたはｂを実現
でき、製造コストを抑えることができる。
【００１２】
ｄ．適切な条件で熱間圧延を施すことによって高い転位密度を与えることが、降伏強度上
昇に有効である。
【００１３】
　本発明は、以上の知見にさらに検討を加えてなされたものであり、その要旨は次のとお
りである。
１．質量％で、
　Ｃ：０．１００％以上０．７００％以下、
　Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下、
　Ｍｎ：２０．０％以上３５．０％以下、
　Ｐ：０．０３０％以下、
　Ｓ：０．００７０％以下、
　Ａｌ：０．０１％以上０．０７％以下、
　Ｃｒ：０．５％以上７．０％以下、
　Ｎ：０．００５０％以上０．０５００％以下、
　Ｏ：０．００５０％以下、
　Ｔｉ：０．００５０％以下および
　Ｎｂ：０．００５０％以下
を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物の成分組成とオーステナイトを基地相とするミ
クロ組織とを有し、該ミクロ組織におけるＭｎ偏析部のＭｎ濃度が１６％以上３８％以下
あり、ＫＡＭ(Kernel Average Misorientation)値の平均が０．３以上であり、－１９６
℃におけるシャルピー衝撃試験の吸収エネルギーが１００Ｊ以上かつ降伏強度が４００Ｍ
Ｐａ以上である高Ｍｎ鋼。
【００１４】
　また、ＫＡＭ値とは、結晶粒内の各ピクセル（０．３μｍピッチ）と隣接するピクセル
との方位差の平均値である。熱間圧延後の鋼板について、５００μｍ×２００μｍの視野
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におけるＥＢＳＤ（Electron Backscatter Diffraction）解析を任意の２視野にわたって
行った結果から、測定した全領域の平均値を平均ＫＡＭ値とした。
【００１５】
２．前記成分組成は、さらに、質量％で、
　Ｍｏ：２．０％以下、
　Ｖ：２．０％以下、
　Ｗ：２．０％以下、
　Ｃａ：０．０００５％以上０．００５０％以下、
　Ｍｇ：０．０００５％以上０．００５０％以下および
　ＲＥＭ：０．００１０％以上０．０２００％以下
のうちから選ばれる１種または２種以上を含有する前記１に記載の高Ｍｎ鋼。
【００１６】
３．前記１または２に記載の成分組成を有する鋼素材を、１１００℃以上１３００℃以下
の温度域に加熱し、圧延終了温度が８００℃以上かつ総圧下率が２０％以上の熱間圧延を
行う高Ｍｎ鋼の製造方法。
【００１７】
４．前記３において、さらに、仕上圧延終了温度が７００℃以上９５０℃未満の熱間圧延
を行い、その後、（仕上圧延終了温度－１００℃）以上の温度から３００℃以上６５０℃
以下の温度域までの平均冷却速度が１．０℃／ｓ以上の冷却処理を行う高Ｍｎ鋼の製造方
法。
　ここで、前記の各温度域は、それぞれ鋼素材または鋼板の表面温度である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、低温靭性に優れた高Ｍｎ鋼を提供できる。したがって、本発明の高Ｍ
ｎ鋼は、液化ガス貯槽用タンク等の、低温環境で使用される鋼構造物の安全性や寿命の向
上に大きく寄与し、産業上格段の効果を奏する。また、本発明の製造方法では、生産性の
低下および製造コストの増大を引き起こすことがないため、経済性に優れた方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度とシャルピー吸収エネルギー（ｖＥ-196）との関係を示す
グラフである。
【図２】Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度とシャルピー吸収エネルギー（ｖＥ-196）との関係を示す
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の高Ｍｎ鋼について詳しく説明する。
［成分組成］
　まず、本発明の高Ｍｎ鋼の成分組成とその限定理由について説明する。なお、成分組成
における「％」表示は、特に断らない限り「質量％」を意味するものとする。
Ｃ：０．１００％以上０．７００％以下
　Ｃは、安価なオーステナイト安定化元素であり、オーステナイトを得るために重要な元
素である。その効果を得るために、Ｃは０．１００％以上の含有を必要とする。一方、０
．７００％を超えて含有すると、Ｃｒ炭化物が過度に生成され、低温靱性が低下する。こ
のため、Ｃは０．１００％以上０．７００％以下とする。好ましくは、０．２００％以上
０．６００％以下とする。
【００２１】
Ｓｉ：０．０５％以上１．００％以下
　Ｓｉは、脱酸材として作用し、製鋼上必要であるだけでなく、鋼に固溶して固溶強化に
より鋼板を高強度化する効果を有する。このような効果を得るために、Ｓｉは０．０５％
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以上の含有を必要とする。一方、１．００％を超えて含有すると、溶接性が劣化する。こ
のため、Ｓｉは０．０５％以上１．００％以下とする。好ましくは、０．０７％以上０．
５０％以下とする。
【００２２】
Ｍｎ：２０．０％以上３５．０％以下
　Ｍｎは、比較的安価なオーステナイト安定化元素である。本発明では、強度と低温靱性
を両立するために重要な元素である。その効果を得るために、Ｍｎは２０．０％以上の含
有を必要とする。一方、３５．０％を超えて含有した場合、低温靱性が劣化する。また、
溶接性、切断性が劣化する。さらに、偏析を助長し、応力腐食割れの発生を助長する。こ
のため、Ｍｎは２０．０％以上３５．０％以下とする。好ましくは、２３．０％以上３０
．０％以下とする。より好ましくは、２８．０％以下とする。
【００２３】
Ｐ：０．０３０％以下
　Ｐは、０．０３０％を超えて含有すると、粒界に偏析し、応力腐食割れの発生起点とな
る。このため、０．０３０％を上限とし、可能なかぎり低減することが望ましい。したが
って、Ｐは０．０３０％以下とする。尚、過度のＰ低減は精錬コストを高騰させ経済的に
不利となるため、０．００２％以上とすることが望ましい。好ましくは、０．００５％以
上０．０２８％以下、さらに好ましくは０．０２４％以下とする。
【００２４】
Ｓ：０．００７０％以下
　Ｓは、母材の低温靭性や延性を劣化させるため、０．００７０％を上限とし、可能なか
ぎり低減することが望ましい。したがって、Ｓは０．００７０％以下とする。尚、過度の
Ｓの低減は精錬コストを高騰させ経済的に不利となるため、０．００１％以上とすること
が望ましい。好ましくは０．００２０％以上０．００６０％以下とする。
【００２５】
Ａｌ：０．０１％以上０．０７％以下
　Ａｌは、脱酸剤として作用し、鋼板の溶鋼脱酸プロセスに於いて、もっとも汎用的に使
われる。このような効果を得るためには、Ａｌは０．０１％以上の含有を必要とする。一
方、０．０７％を超えて含有すると、溶接時に溶接金属部に混入して、溶接金属の靭性を
劣化させるため、０．０７％以下とする。このため、Ａｌは０．０１％以上０．０７％以
下とする。好ましくは０．０２％以上０．０６％以下とする。
【００２６】
Ｃｒ：０．５％以上７．０％以下
　Ｃｒは、適量の添加でオーステナイトを安定化させ、低温靱性と母材強度の向上に有効
な元素である。このような効果を得るためには、Ｃｒは０．５％以上の含有を必要とする
。一方、７．０％を超えて含有すると、Ｃｒ炭化物の生成により、低温靭性および耐応力
腐食割れ性が低下する。このため、Ｃｒは０．５％以上７．０％以下とする。好ましくは
１．０％以上６．７％以下、より好ましくは１．２％以上６．５％以下とする。また、耐
応力腐食割れをさらに向上させるためには、２．０％以上６．０％以下がさらに好ましい
。
【００２７】
Ｎ：０．００５０％以上０．０５００％以下
　Ｎは、オーステナイト安定化元素であり、低温靱性向上に有効な元素である。このよう
な効果を得るためには、Ｎは０．００５０％以上の含有を必要とする。一方、０．０５０
０％を超えて含有すると、窒化物または炭窒化物が粗大化し、靭性が低下する。このため
、Ｎは０．００５０％以上０．０５００％以下とする。好ましくは０．００６０％以上０
．０４００％以下とする。
【００２８】
Ｏ：０．００５０％以下
　Ｏは、酸化物の形成により低温靱性を劣化させる。このため、Ｏは０．００５０％以下
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の範囲とする。好ましくは、０．００４５％以下である。尚、過度のＯの低減は精錬コス
トを高騰させ経済的に不利となるため、０．００１０％以上とすることが望ましい。
【００２９】
ＴｉおよびＮｂの含有量を各々０．００５％以下に抑制
　ＴｉおよびＮｂは、鋼中で高融点の炭窒化物を形成し結晶粒の粗大化を抑制し、その結
果破壊の起点や亀裂伝播の経路となる。特に、高Ｍｎ鋼においては低温靭性を高め、延性
を向上するための組織制御の妨げとなるため、意図的に抑制する必要がある。すなわち、
ＴｉおよびＮｂは、原材料などから不可避的に混入する成分であり、Ｔｉ：０．００５％
超０．０１０％以下およびＮｂ：０．００５％超０．０１０％以下の範囲で混入するのが
通例である。そこで、後述する手法に従って、ＴｉおよびＮｂの不可避混入を回避し、Ｔ
ｉおよびＮｂの含有量を各々０．００５％以下に抑制する必要がある。ＴｉおよびＮｂの
含有量を各々０．００５％以下に抑制することによって、上記した炭窒化物の悪影響を排
除し、優れた低温靭性並びに延性を確保することができる。好ましくは、ＴｉおよびＮｂ
の含有量を０．００３％以下とする。勿論、ＴｉおよびＮｂの含有量は０％であってもよ
い。
　上記した成分以外の残部は鉄および不可避的不純物である。ここでの不可避的不純物と
しては、Ｈなどが挙げられ、合計で０．０１％以下であれば許容できる。
【００３０】
［組織］
オーステナイトを基地相とするミクロ組織
　鋼材の結晶構造が体心立方構造（ｂｃｃ）である場合、該鋼材は低温環境下で脆性破壊
を起こす可能性があるため、低温環境下での使用には適していない。ここに、低温環境下
での使用を想定したとき、鋼材の基地相は、結晶構造が面心立方構造（ｆｃｃ）であるオ
ーステナイト組織であることが必須となる。なお、「オーステナイトを基地相とする」と
は、オーステナイト相が面積率で９０％以上であることを意味する。オーステナイト相以
外の残部は、フェライト相またはマルテンサイト相である。さらに好ましくは９５％以上
である。
【００３１】
　上記の通り、Ｍｎを２０．０％以上３５．０％以下で含む高Ｍｎ鋼では、成分組成にお
けるＭｎ含有量に比べてＭｎ濃度の低い偏析部および同Ｍｎ濃度の高い偏析部が生成され
る。これらＭｎの濃度差のある部分は、低温靭性を悪化する要因になることが、以下に示
すように判明した。
　すなわち、上記した成分組成の鋼素材に種々の条件の熱間圧延を施して得た鋼板につい
て、Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度並びに、－１９６℃におけるシャルピー衝撃試験の吸収エネル
ギーを測定した。ここで、Ｍｎ偏析部とは、Ｍｎ偏析バンド間のＭｎ濃度が低いまたは高
い領域であり、具体的には、熱間圧延後の鋼板の圧延方向断面の研磨面におけるＥＢＳＤ
（Electron Backscatter Diffraction）解析によって測定されるＭｎ濃度が最も低いまた
は高い領域で代表される。
【００３２】
ミクロ組織におけるＭｎ偏析部のＭｎ濃度が１６％以上３８％以下
　まず、Ｍｎ濃度の低いＭｎ偏析部について、そのＭｎ濃度並びに－１９６℃におけるシ
ャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを測定した結果を図１に示すように、Ｍｎ偏析部のＭ
ｎ濃度を１６％以上とすれば、前記吸収エネルギー：１００Ｊ以上が実現されることがわ
かる。Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度は好ましくは１７％以上である。
【００３３】
　さらに、Ｍｎ濃度の高いＭｎ偏析部について、そのＭｎ濃度並びに－１９６℃における
シャルピー衝撃試験の吸収エネルギーを測定した結果を図２に示すように、Ｍｎ偏析部の
Ｍｎ濃度を３８％以下とすれば、前記吸収エネルギー：１００Ｊ以上が実現されることが
わかる。Ｍｎ偏析部のＭｎ濃度は好ましくは３７％以下である。
【００３４】
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ＫＡＭ(Kernel Average Misorientation)値の平均が０．３以上
　ＫＡＭ値は、上述の通り、熱間圧延後の鋼板について、５００μｍ×２００μｍの視野
におけるＥＢＳＤ（Electron Backscatter Diffraction）解析を任意の２視野にわたって
行った結果から、結晶粒内の各ピクセル（０．３μｍピッチ）と隣接するピクセルとの方
位差の平均値として求められる値である。このＫＡＭ値は、組織における転位による局所
的結晶方位変化を反映しており、ＫＡＭ値が高いほど、測定点と隣り合った部位との方位
差が大きいことを示している。すなわち、ＫＡＭ値が高いほど、粒内の局所的な変形度合
が高いことを意味するため、圧延後の鋼板においてKAM値が高いほど、転位密度が高いこ
とになる。そして、このＫＡＭ値の平均が０．３以上であれば、多量の転位が蓄積されて
いるため、降伏強度が向上する。好ましくは、０．５以上である。一方、ＫＡＭ値の平均
が１．３を超えると靱性が劣化するおそれがあるため、１．３以下とすることが好ましい
。
【００３５】
　以上のＭｎ偏析部のＭｎ濃度：１６％以上３８％以下と、ＫＡＭ値平均：０．３以上と
は、上記した成分組成の下、後述する条件に従う熱間圧延を行うことによって実現するこ
とができる。
【００３６】
　本発明では、強度および低温靱性をさらに向上させることを目的として、上記の必須元
素に加えて、必要に応じて下記の元素を含有することができる。
Ｍｏ：２．０％以下、Ｖ：２．０％以下、Ｗ：２．０％以下、Ｃａ：０．０００５％以上
０．００５０％以下、Ｍｇ：０．０００５％以上０．００５０％以下、ＲＥＭ：０．００
１０％以上０．０２００％以下の１種または２種以上
Ｍｏ、Ｖ、Ｗ：２．０％以下
　Ｍｏ、ＶおよびＷは、オーステナイトの安定化に寄与するとともに母材強度の向上に寄
与する。このような効果を得るためには、Ｍｏ、ＶおよびＷは０．００１％以上で含有す
ることが好ましい。一方、２．０％を超えて含有すると、粗大な炭窒化物が生成し、破壊
の起点となることがある他、製造コストを圧迫する。このため、これらの合金元素を含有
する場合は、その含有量は２.０％とする。好ましくは０．００３％以上１．７％以下、
より好ましくは１．５％以下とする。
【００３７】
Ｃａ：０．０００５％以上０．００５０％以下、Ｍｇ：０．０００５％以上０．００５０
％以下、ＲＥＭ：０．００１０％以上０．０２００％以下
　Ｃａ、ＭｇおよびＲＥＭは、介在物の形態制御に有用な元素であり、必要に応じて含有
できる。介在物の形態制御とは、展伸した硫化物系介在物を粒状の介在物とすることをい
う。この介在物の形態制御を介して、延性、靭性および耐硫化物応力腐食割れ性を向上さ
せる。このような効果を得るためには、Ｃａ、Ｍｇは０．０００５％以上、ＲＥＭは０．
００１０％以上含有することが好ましい。一方、いずれの元素も多く含有させると、非金
属介在物量が増加し、かえって延性、靭性、耐硫化物応力腐食割れ性が低下する場合があ
る。また、経済的に不利になる場合がある。
　このため、ＣａおよびＭｇを含有する場合には、それぞれ０．０００５％以上０．００
５０％以下、ＲＥＭを含有する場合には、０．００１０％以上０．０２００％以下とする
。好ましくは、Ｃａ量は０．００１０％以上０．００４０％以下、Ｍｇ量は０．００１０
％以上０．００４０％以下、ＲＥＭ量は０．００２０％以上０．０１５０％以下とする。
【００３８】
　本発明に係る高Ｍｎ鋼は、上記した成分組成を有する溶鋼を、転炉、電気炉等、公知の
溶製方法で溶製することができる。また、真空脱ガス炉にて２次精錬を行ってもよい。そ
の際、好適な組織制御の妨げとなるＴｉおよびＮｂを上述の範囲に制限するために、原料
などから不可避的に混入することを回避し、これらの含有量を低減する措置を取る必要が
ある。例えば、精錬段階におけるスラグの塩基度を下げることによって、これらの合金を
スラグへ濃化させて排出し最終的なスラブ製品におけるＴｉおよびＮｂの濃度を低減する
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。また、酸素を吹き込んで酸化させ、還流時にＴｉおよびＮｂの合金を浮上分離させるな
どの方法でも良い。その後、連続鋳造法等、公知の鋳造方法により、所定寸法のスラブ等
の鋼素材とすることが好ましい。
【００３９】
　さらに、上記鋼素材を低温靭性に優れた鋼材へと造りこむための製造条件について規定
する。
［鋼素材加熱温度：１１００℃以上１３００℃以下］
　上記した構成の高Ｍｎ鋼を得るためには、１１００℃以上１３００℃以下の温度域に加
熱し、圧延終了温度が８００℃以上かつ総圧下率が２０％以上の熱間圧延を行うことが重
要である。ここでの温度制御は、鋼素材の表面温度を基準とする。
　すなわち、熱間圧延にてＭｎの拡散を促進するために、圧延前の加熱温度は１１００℃
以上とする。一方、１３００℃を超えると鋼の溶解が始まってしまう懸念があるため、加
熱温度の上限は１３００℃とする。好ましくは、１１５０℃以上１２５０℃以下である。
【００４０】
［圧延終了温度が８００℃以上かつ総圧下率が２０％以上］
　さらに、圧延時の総圧下率を２０％以上と高くすることによって、Ｍｎ偏析部と偏析部
との距離を縮めてＭｎの拡散を促進することも重要である。同様に、圧延時のＭｎの拡散
を促進する観点から、圧延終了温度を８００℃以上とする。なぜなら、８００℃未満では
Ｍｎの融点の３分の２を大きく下回るため、十分にＭｎを拡散できないからである。好ま
しくは９５０℃以上であり、さらに好ましくは１０００℃以上１０５０℃以下である。ま
た、総圧下率は好ましくは３０％以上である。なお、総圧下率の上限は特に定める必要は
ないが、圧延能率向上の観点から、９８％とすることが好ましい。
【００４１】
　また、必要に応じて、上記した熱間圧延後に、次の条件を満足する２回目の熱間圧延を
追加することがＫＡＭ値を高めるために有利である。その際、上記した１回目の熱間圧延
の終了温度が１１００℃以上であれば、そのまま２回目の熱間圧延を続行すればよいが、
１１００℃に満たない場合は、１１００℃以上の再加熱を行う。ここでも、１３００℃を
超えると鋼の溶解が始まってしまう懸念があるため、加熱温度の上限は１３００℃とする
。なお、温度制御は、鋼素材の表面温度を基準とする。好ましくは、１１５０℃以上１２
５０℃以下である。
【００４２】
［仕上圧延終了温度：７００℃以上９５０℃未満］
　２回目の熱間圧延は、７００℃以上９５０℃未満で１パス以上の最終仕上圧延を必要と
する。すなわち、９５０℃未満にて好ましくは１０％以上の圧延を１パス以上行うことに
より、１回目の圧延で導入された転位が回復しにくく残留しやすくなるため、ＫＡＭ値を
高めることができる。また、９５０℃以上の温度領域で仕上げると、結晶粒径が過度に粗
大となり所望の降伏強度が得られなくなる。そのため９５０℃未満で１パス以上の最終仕
上圧延を行うことが好ましい。仕上温度は好ましくは９００℃以下、より好ましくは８５
０℃以下である。
【００４３】
　一方、仕上温度が７００℃未満になると靱性が劣化するため、７００℃以上とする。さ
らに、７５０℃以上であることが好ましい。なお、９５０℃未満の圧下率は好ましくは２
０％以上、より好ましくは５０％以上である。ただし、９５％超えの圧下を行うと、靱性
が劣化するため９５％以下が好ましい。
【００４４】
［（仕上圧延終了温度－１００℃）以上の温度から３００℃以上６５０℃以下の温度域ま
での平均冷却速度：１．０℃／ｓ以上］
　熱間圧延終了後は速やかに冷却を行う。熱間圧延後の鋼板を緩やかに冷却させると析出
物の生成が促進され低温靭性の劣化を招く。これら析出物の生成は、１．０℃／ｓ以上の
冷却速度で冷却することで抑制できる。また、過度な冷却を行うと鋼板が歪んでしまい、
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生産性を低下させる。特に板厚１０ｍｍ未満の鋼材では空冷するのが好ましい。そのため
、冷却開始温度の上限は９００℃とする。以上の理由から、熱間圧延後の冷却は、（仕上
圧延終了温度－１００℃）以上の温度から３００℃以上６５０℃以下の温度域までの鋼板
表面の平均冷却速度は１．０℃／ｓ以上とする。尚、圧延ままでＭｎ偏析部のＭｎ濃度の
範囲が狭くなっているので、その後の熱処理は不要である。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定され
ない。
　転炉－取鍋精錬－連続鋳造法にて、表１に示す成分組成になる鋼スラブを作製した。次
いで、得られた鋼スラブを表２に示す条件で分塊圧延（第１回熱間圧延）および熱間圧延
（第２回熱間圧延）により１０～３０ｍｍ厚の鋼板とした。得られた鋼板について、引張
特性、靭性および組織評価を下記の要領で実施した。
【００４６】
（１）引張試験特性
　得られた各鋼板より、ＪＩＳ５号引張試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１（１９９
８年）の規定に準拠して引張試験を実施し、引張試験特性を調査した。本発明では、降伏
強度４００ＭＰａ以上および引張強度８００ＭＰａ以上を引張特性に優れるものと判定し
た。さらに、伸び４０％以上を延性に優れるものと判定した。
【００４７】
（２）低温靭性
　板厚２０ｍｍを超える各鋼板の板厚１／４位置、もしくは板厚２０ｍｍ以下の各鋼板の
板厚１／２位置の圧延方向と平行な方向から、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２（２００５年）の規
定に準拠してシャルピーＶノッチ試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２（２００５年）
の規定に準拠して各鋼板について３本のシャルピー衝撃試験を実施し、－１９６℃での吸
収エネルギーを求め、母材靭性を評価した。本発明では、３本の吸収エネルギー（ｖＥ-1

96）の平均値が１００Ｊ以上を母材靭性に優れるものとした。なお、板厚１０ｍｍ未満の
各鋼板については、板厚１／２位置の圧延方向と平行な方向から、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２
（２００５年）の規定に準拠して５ｍｍサブサイズのシャルピーＶノッチ試験片を採取し
、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２（２００５年）の規定に準拠して各鋼板について３本のシャルピ
ー衝撃試験をー１９６℃で実施した。ここでは、３本の吸収エネルギー（ｖＥ-196）の平
均値が６７Ｊ以上を母材靭性に優れるものとした。
【００４８】
脆性破面率
　－１９６℃でシャルピー衝撃試験後、ＳＥＭ観察（５００倍で１０視野）を行い、脆性
破面率を測定した。脆性破面率が０％を低温靭性に優れるものとした。
【００４９】
（３）組織評価
ＫＡＭ値
　熱間圧延後の鋼板について、圧延方向断面の研磨面における、５００μｍ×２００μｍ
の視野におけるＥＢＳＤ（Electron Backscatter Diffraction）解析（測定ステップ：０
．３μm）を任意の２視野（板厚４分の１位置および板厚２分の１位置）にわたって行っ
て測定した全領域の平均値を平均ＫＡＭ値とした。
【００５０】
加工誘起マルテンサイト
　シャルピー衝撃試験後、試験片をノッチ底まで追込み研磨し、ＥＢＳＤ解析（測定ステ
ップ：０．０８μｍ）により、１００μｍ×１００μｍの視野を５視野観察し、加工誘起
マルテンサイトの有無を測定した。
【００５１】
Ｍｎ濃度
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　さらに、上記ＫＡＭ値のＥＢＳＤ測定位置において、ＥＰＭＡ（Electron Probe Micro
 Analyzer）分析を行うことによって、Ｍｎ濃度を求め、Ｍｎ濃度が最も低い所および最
も高い所を偏析部とした。
　以上により得られた結果を、表３に示す。
【００５２】
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【表１】

【００５３】
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【表２】

【００５４】
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【表３】

【００５５】
　本発明に従う高Ｍｎ鋼は、上述の目標性能（母材の降伏強度が４００ＭＰａ以上、低温
靭性が吸収エネルギー（ｖＥ-196）の平均値で１００Ｊ以上）を満足することが確認され
た。一方、本発明の範囲を外れる比較例は、降伏強度および低温靭性のいずれか１つ以上
が、上述の目標性能を満足できていない。
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【図１】

【図２】



(15) JP 6856129 B2 2021.4.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  長谷　和邦
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
(72)発明者  中島　孝一
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内

    審査官  伊藤　真明

(56)参考文献  特開２００７－１２６７１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１７－０７１８１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１９６７０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－０６７８２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－２０４８６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５７－２００５４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－０００２５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５８３３９１９（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２１Ｄ　　　８／０２
              Ｃ２２Ｃ　　３８／００－３８／６０
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

